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女性医師がいきいき仕事を続けるための提言 

－仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現のために－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年 ６月 

全国知事会男女共同参画特別委員会 

 

  
現状をカエル！ 意識をカエル！ 
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提言にあたって 

－持続可能な社会の構築－ 

近年、経済が長期的に低迷するとともに、少子・高齢化の進行と人口減少社会の到来、非

正規雇用労働者の増加など、社会情勢が大きく変化している。将来にわたり持続可能で、多

様性に富んだ活力ある未来が期待できる社会を構築するためには、多様な人材の活用、多様

な視点の導入、新たな発想の活用等が求められている。  

これまでにない視点、発想を取り入れていく上で、特に女性がその能力を十分に発揮して

社会に参画する機会が確保されることが重要である。社会のあらゆる場で、男女が共に持て

る能力を十分に発揮し、共に責任を担う男女共同参画社会の実現は、我が国の最重要課題の

一つである。  
 

－女性医師の継続就労支援の必要性－ 

我が国では、家事・育児・介護等の多くを女性が担い、仕事と家庭の両立が困難であることなどか

ら、出産・育児期に６割もの女性が離職している。医師も例外ではなく、社団法人日本医師会（以下、

「日本医師会」という。）の調査によると、女性医師が休職、離職を余儀なくされる理由として、出

産は７０．０％、育児は３８．３％となっている。また、継続就労の阻害要因として、厳しい就労環境や

社会・職場・家族等における意識の問題が挙げられている。 

一方で昭和５３年(１９７８年)には９．８％であった医師総数に占める女性医師の割合は、平成２０年

(２００８年)には１８．１％となり、今後も増加が見込まれる。 

女性医師の専門性と能力、そして何より本人の意欲が社会的な要因により医療の現場で活

かされない状況は、男女共同参画社会を実現する上でも医師不足の現状からも、早急に解決

すべき重要な課題である。 

 

－仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて－ 

全国知事会では、男女共同参画社会を推進する重要なテーマの一つとして、極めて過酷な

勤務環境にある女性医師が就労を継続し、能力を発揮し続けることが可能な環境づくりを取

り上げる。国、都道府県、医療関係団体、医療現場などが共に現状を「カエル（変える）」

行動を起こすこと、意識を「カエル（変える）」ことが、男性も含めた医療現場の環境改善

につながる。「女性医師」を突破口に全ての職種への仕事と生活の調和の促進を図り、ひい

てはだれもが生き生きと輝いて暮らせる男女共同参画社会の実現を目指すものである。 

今回の提言は、全都道府県へのアンケート、国、医療関係団体、病院、女性医師等との意

見交換・ヒアリング・アンケート等（以下、「ヒアリング」という。）を実施し、国に対する

提言の他、関係諸団体との連携、都道府県等自身の取組なども盛り込んだ多方面にわたる方

策をまとめた。女性医師を取り巻く諸課題を「誰かに」まかせるのではなく、「みんなで」

連携して解決することを提言する。 
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【提言項目】 

 
 

Ⅰ．病院勤務医の過重労働対策 

１．医師の絶対数の増加および地域・診療科における偏在

の解消 

     ２．病院勤務医の総労働時間の削減に向けての取組 

 

 

Ⅱ．勤務体制・環境の改善 

      １．多様な勤務体制の構築および導入支援  

２．育児・介護支援の充実 

３．医療現場における「仕事と生活の調和（ワーク・ライ 

フ・バランス）」の取組促進 

 

 

Ⅲ．意思決定過程への女性の参画の拡大 

１． 医療関係団体等における積極的改善措置（ポジティ

ブ・アクション）の推進 

２．キャリアの形成等支援の充実 

 

 

Ⅳ．意識の改革 

      １．固定的性別役割分担意識の解消を図るための男女共同

参画教育およびキャリア教育等の充実  

２．意識改革に向けた効果的・戦略的な普及啓発の実施 

 

 

Ⅴ．連携協働によるトータルサポート支援 

１．勤務医支援等を協議する場の設置 

２．医師の継続就労支援総合窓口および総合サイトの設置 
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Ⅰ．病院勤務医の過重労働対策 

病院勤務医師の絶対数の不足、地域や診療科における医師の偏在、勤務医師が行う事

務処理の増加等により、勤務医の過重労働、精神的ストレスは深刻である。  

 

１．医師の絶対数の増加および地域・診療科における偏在の解消 

 病院勤務医の過重労働の改善に向けた諸施策の多くが医師の絶対数の増加と適正配

置なくしては成立しない。  

（１）医師の労働状況および必要医師数の適切な把握 

【現状】 

医師の絶対数の増加と適正配置のためには、各地域・診療科で必要となる医

師数の把握が必要である。  

しかし、現在実施されている調査は、実際の医師数と病院が必要と考える医

師数の把握が中心になっている。医師の過重労働を改善するためには、現在の

調査とあわせて地域、診療科毎の患者の受療動向や将来推計、医師の勤務実態

を踏まえた調査・分析が必要である。  

【取組】 

国は、現在実施されている調査とあわせて医師の勤務実態についても、調査

を行い、各地域の受療動向とその将来推計を踏まえた各地域・診療科で必要と

考えられる医師の需給分析を行うこと。  

①   医師数については、「医師・歯科医師・薬剤師調査」により、各地域 

別・診療科別医師数など基礎的な資料を引き続き収集すること。  

②   医師の勤務実態について、地域別・診療科別に調査し、過重労働を解

消するのに必要な医師数を分析すること。追加項目例として、「週間（月

間）の労働時間」「宿直明けの勤務状況」「休日の取得状況」「疲労感」等

があげられる。  

③   患者動向については「患者調査」や「受療行動調査」などにより、各

地域別・診療科別に引き続き基礎的な資料を収集すること。  

④   各地域の人口年齢構成や患者の受療動向の資料をもとに、各地域・診

療科で将来必要とされる医師数を分析し、公開すること。  

 

（２）医師の計画的な増員と医師の地域・診療科における適正配置 

【現状】 

        医師養成数は平成２０年度から増員が続いているが、医師の不足数に基づいて
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医師養成の目標が定められてはいない。調査・分析に基づく必要医師数をもと

に目標値を設定する必要がある。あわせて医師の地域・診療科の偏在を解消す

るための目標値が必要である。  

また、医師の地域的偏在、診療科による偏在は、長い間、問題となっている

が、解決のめどが立っていないため、医師の地域・診療科の偏在を解消する中

長期的な取組が求められている。 

【取組】 

国は、  

①   診療科別、地域別の医師数や患者動向の調査分析をもとに、今後必要と

なる医師数を満たすための中長期的な視点に立った医師養成の計画およ

び工程を定め、計画的に実施すること。  

          ② 各地域・各診療科への医師の適正配置を可能とする制度の検討を行うこ  

  と。  

  都道府県は、医師の適正配置を実現するために、医療計画の改定にあたって

は地域ごとの医療需要を勘案し、医療資源の有効利用について対策を講じる。  

  日本医師会、都道府県医師会、地域医師会、病院関係諸団体、病院、大学医

学部等（以下「医療関係団体等」という。）は、医師養成と地域・診療科への適

正配置の計画作り、制度作りにおいて、国へ助言等の協力をされたい。  

 

２．病院勤務医の総労働時間の削減に向けての取組 

病院勤務医の過重労働の状況を改善するためには、医師数の増加とともに、病院勤

務医が行う業務について見直していく必要がある。また、現在行われている医学部入

学定員の増加により医師が増加するまでには、その養成に１０年近い年数がかかるため、

その間も病院勤務医が安心して働き続けることができるよう、勤務環境の改善を進め

られなければならない。  

【現状】 

  医師の大幅な増員がすぐに望めない現状では、地域の診療所の医師や病院の他

の医療従事者の応援により、病院勤務医の業務の見直しを行う必要がある。これ

について、既に各地で多くの取組が進められ、効果を上げたものもある。全国的

に病院勤務医の業務が大幅に改善されるよう一層の推進を図る必要がある。  

【取組】 

      国は、病院勤務医の業務量を減らすために次のことを行うこと。  

① 診療所医師との役割分担による病院勤務医の業務量の削減について研
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究を行い、病院現場での実施に支援を行うこと。  

②   病院内での他の医療専門職や事務職との役割分担が一層進むよう検討を  

さらに推進し、病院現場での実施に支援を行うこと。  

③ 病院勤務医の業務量を減らす先進事例等、収集した情報を都道府県、医

療関係団体等に提供する。  

④  病院勤務医の総労働時間の削減に向けての具体的行動計画や指針の策定  

を行うこと。  

      都道府県は、病院勤務医の業務量を減らすために次のことを行う。    

① 病院と診療所の連携の推進や病院内の役割分担の先進事例等の情報収 

集を行い、国に報告する。  

② 都道府県内の医療関係団体とともに情報交換の場を設け、地域および病

院内での先進事例等の情報を提供する。  

      医療関係団体等は、地域での協力関係についての情報交換や協議の場を持ち、

連携して地域の医療需要への効率的な医療の供給に努められたい。  

    また、病院勤務医の業務量を減らすための改善策を検討されたい。  
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Ⅱ．勤務体制・環境の改善 

 女性医師は、過酷な勤務の状況により、仕事と育児・介護等との両立が困難なことか

ら、離職等を余儀なくされていることが少なくない。また、当直や休日の呼び出し対応

がない非常勤や診療科への変更などを選択する傾向が見られる。  

人生の段階に応じた多様な働き方を選択することができる雇用環境の整備を進めると

共に、仕事と子育てや介護等の両立ができるよう、職場環境の整備と社会的支援の充実

を図る必要がある。  

  

１．多様な勤務体制の構築および導入支援 

（１）勤務医の多様な勤務形態が可能となるような制度研究の推進 

【現状】 

  我が国では、家事・育児・介護等の多くを女性が担い、仕事と家庭の両立が

困難である。特に医師は、専門性が高く、技術進歩が速いため、離職後復帰す

ることが困難な分野であることから、就労を継続できるライフステージに応じ

た働き方ができる多様な勤務体制の構築、導入が必要である。 

【取組】 

国は、 

①   医師確保対策や女性医師の就労および復帰支援対策として設けられ

ている現行の各種補助事業について、利用が少ない状況にあることを

踏まえ、引き続き、活用状況を地方、病院、医師の声により検証する

こと。また、支援については地域の裁量で事業が実施できるよう対象

事業の要件を緩和すること。  

②   短時間正規雇用など勤務医の多様な働き方が可能となるよう、複数

主治医制やチーム医療など従来の勤務形態や制度を根本的に見直した

制度導入に向けての検討・研究を一層推進すること。 

都道府県は、地域の実情を把握し、ニーズにあった支援事業を展開すること。

都道府県および医療関係団体等は、モデル事例の情報収集を行い、国へ報告

するとともに、関係団体間で情報を共有する。  

 

（２）勤務医の多様な勤務体制導入による経営への影響研究の推進 

【現状】 

  勤務医の多様な勤務体制を導入するに際して、病院経営者が判断の拠り所と

なる経営資料がない。多様な勤務体制導入を推進するためには、病院経営者に、
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わかりやすい先進事例と、導入による費用対効果についての経営的な実証デー

タが必要である。しかし、現在の繁忙な病院業務の間にこのようなデータを病

院側で収集、分析することはコスト面から困難であり、また、他病院が活用で

きる一般化された分析資料とするためには専門的知見が必要である。  

【取組】 

国は、病院経営者が短時間正規雇用やワークシェアリングなど多様な勤務体

制を導入するために次のことを行うこと。  

① 多様な勤務体制の導入の際の判断資料となるよう、これらの導入によ

る病院経営への影響について調査するため、全国的にモデル病院を選定

し、モデル事業を行うこと。  

② モデル病院に経営・労務分野の専門家を中心としたチームを一定期間

派遣し、経営・労務データの収集・調査・分析を行うこと。 

     都道府県は、モデル病院の選定に協力するとともに、関係諸団体との調整を

行う。  

     医療関係団体等は、モデル病院での試行が円滑に進むよう支援に努められた

い。  

 

（３）勤務医の負担軽減・処遇改善のための取組 

 【現状】 

       現在、多くの病院において勤務医の負担軽減・処遇改善のための取組が行わ

れ、国、都道府県は補助事業等で支援している。また、病院が行う勤務医の負

担軽減・処遇改善に資する体制の整備について、入院基本料等加算として診療

報酬で一定の評価がなされている。  

しかし、病院勤務医の負担軽減が十分に進んでいない現状においては一層の

推進が必要である。  

【取組】 

国は、負担軽減・処遇改善の諸施策の導入については医療に必要な費用とし

て、診療報酬での評価を更に推進すること。  

      都道府県は、モデル事例の情報収集を行い、その情報を各医療機関へ提供す

るとともに、引き続き各医療機関の取組への支援を行う。  

     病院は、勤務医の負担軽減や処遇改善を実施されたい。  

例：医師事務作業補助者の導入、女性用宿直室・授乳室の整備  

医療関係団体は、病院の取組への支援に努められたい。  
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２．育児・介護支援の充実 

 

【現状】 

    日本医師会の調査では、病児保育の充実を必要とした女性医師は６１．５％、学

童保育の充実は４４．６％である。知事会ヒアリングの結果では、継続就労のため

には育児支援の要望が最も多い。出産・未就学児への支援が進みつつあるが、

待機児童がなお多い状況にあり、個々のニーズにあった保育サービスの提供が

未だ十分ではない等課題も多い。さらに、少子高齢化や核家族化が進むなか、

小学校就学時いわゆる「小１の壁 」と言われる時期や親の介護が必要な時期

への支援の強化が必要である。 

    また、ヒアリングの結果、医師不足が現実の課題としてある中で、休業等の

制度があっても、同僚医師等への気兼ねから取得しづらいという声も多い。 

【取組】 

   国は、  

①   医師は、患者や手術等のために急に休めず、突発的な残業も多い状

況にあり、多様な保育・介護サービスを必要としている。仕事と子育

てを両立し、かつ、本人が希望する診療科・勤務形態で仕事が続けら

れるよう、保育所待機児童を早急に解消するための保育所整備、院内

保育所の整備、家庭的保育事業や病児・病後児保育、一時預かり、放

課後児童クラブ（学童保育）等の地域の実情に応じた充実を図ること。 

②   地方公共団体が、自らの責任と創意工夫で多様な保育サービスを提

供できる仕組みを構築するとともに、これに必要かつ十分な財源を税

源移譲等により措置すること。  

③   現在、「子ども・子育て新システム」が検討されているが、医療現

場や女性医師のニーズにも対応できる制度を構築すること。とりわけ

ニーズが高い、個々の事情に対応できる多様な保育サービスや放課後

児童クラブに関する給付について、十分な財源を措置すること。 

 

 

 

 

                                                  


子 ど も を 保 育 所 に 預 け て 働 く こ と が で き た 保 護 者 が 、子 ど も が 小 学 校 に 通 い 始 め る の を き っ か

け に 、 そ れ ま で の 勤 め を 辞 め た り 、 勤 務 形 態 を 変 更 し た り し な け れ ば な ら な い 事 態 と な る こ と 。 
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④   育児・介護サービスの活動を行っているＮＰＯ、民間ベビーシッタ

ー等の情報を病院や医師に提供するほか、サービス利用等にあたって

の経済的負担軽減措置を図ること。 

例：  

・ 病院がベビーシッター会社等と契約し、実際に女性医師がその  

サービスを利用した場合の助成  

・  医師が民間のホームヘルパーを利用し、その利用料を病院が

補助した場合の助成 

⑤   シンガポールの育児を手伝う祖父母を奨励する政策など海外等で

効果のあった取組を検証し、新たな育児支援施策を検討すること。     

例：就労継続を支援する祖父母への近居制度（手当、優遇措置等） 

⑥   介護保険サービスの充実は、介護家族の負担軽減を図り、両立支援

に欠かせないものであることから、介護サービス提供基盤の整備に要

する地方の財政基盤や、住民の保険料負担を考慮した運営ができる介

護保険制度の確立を図ること。 

都道府県は、  

①   多様な働き方に対応した保育サービスの充実等、利用者のニーズに

あった子育て支援を市町村が確実に展開できるよう、人材確保や育成

など、市町村のサービスを拡充するための支援を行う。  

②   市町村の育児・介護の情報を収集し、必要とする人に着実に届けら

れるよう情報窓口のワンストップ化を進める。  

③   市町村が介護保険制度を円滑に運営できるよう、今後も増大する介

護ニーズに応える基盤整備を図るとともに、サービスを担う介護人材

の確保・定着、利用者のニーズにあった質の高いサービスを提供でき

る人材の育成を行う。  

医療関係団体等は、  

①   必要とする職員に有機的かつ一元的に情報が提供されるよう努めら

れたい。  

②   育児・介護費用等補助支援（ベビーシッター、ホームヘルパー等）

の利用にかかる補助については、既に財団法人２１世紀職業財団（H２３．

９～労働局予定）が実施している。これらの支援事業を医師が必要な時

に活用できるよう、情報等を提供されたい。  

③   育児・介護休業等の制度および各種サービスが取得しやすい職場環

境となるよう、努められたい。  

例：休業等を取得した医師のフォローを行うことが可能な人員配置  
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  や手当等の支給  

④ 国や都道府県の補助事業等を活用し、環境整備を図られたい。  

 

３．医療現場における「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）」の取組促進 

 

  【現状】 

     平成２２年６月、新たな「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」

および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定された。  

しかし、医療現場は、勤務医不足の中、残業・当直なども加わり過重労働にあ

り、育児休業だけでなく産前・産後休業すら取得困難なケースもあることから、

離職する女性医師が多い。また、日本医師会調査によると、女性医師の７割が配

偶者も医師とされているが、配偶者も厳しい勤務環境等にあることが多く、積極的な家

事・育児参画が望めず、女性医師に負担がかかっている状況にあると言える。さらに、

医 療 技 術 の進 歩 が早 く、一 旦 現 場 を離 れると復 職 にかなりの努 力 が必 要 であること

や、過酷な勤務と家事・育児・介護等の両立が困難なことから、本人の希望に沿った

人生の選択ができない状況にある。医療現場においては、仕事と生活の調和の実

現に向けた取組の促進と、理解の深化が必要である。  

仕事と生活の調和の取組は、我が国の活力と成長力を高め、ひいては、少子化

の流れを変え、持続可能な社会の実現に資するものであるという認識のもとに、

国、都道府県、医療関係団体等が力を合わせて、取組を推進する必要がある。  

  【取組】 

国は、 

① 仕事と生活の調和の実現に向けて、国民一人ひとりが積極的に取り組

めるよう、目指すべき社会を明確にし、国民運動を通じた気運の醸成を

図ること。  

② 憲章および行動指針に掲げられた取組や数値目標等が、医療現場に  

 おいても実効あるものとなるよう、環境整備や人員体制への支援を早急

に実施すること。  

③ 我が国は諸外国に比べて男性の家事・育児に費やす時間が少ない実態

がみられ、働く男女が共に、仕事と家庭・地域生活とのバランスのと

れたゆとりある生活ができるよう、社会全体で働き方の見直しや意識

変革を進める取組を実施すること。 

④ 仕事と生活の調和を促進するためには、中長期的な視点による取組が



 11

必要であり、継続した支援を行うこと。 

都道府県は、 

① 創意工夫のもとに、地域の実情に応じた施策の展開を実施する。 

② 関係部局（男女共同参画、子育て支援、労働政策、教育）や地域団体

等と連携し、仕事と生活の調和の促進に積極的に取り組む。 

③ 女性医師の継続就労、復帰支援等に向けた事業を充実するとともに、      

男性医師の家事・育児・介護等への関わりを支援・促進する。 

医療関係団体等は、 

① 職場の意識や風土改革とあわせ、働き方の改革に自主的に取り組まれ

たい。特に、病院長をはじめ管理的立場にある者が、リーダーシップを

発揮されたい。 

② 労使の話し合いの機会を整備し、仕事と生活の調和の実現に向けた目

標を定めて、計画的に取り組み、成果の共有、点検等を実施するなど、

着実な実行を図られたい。 

③ 平成２２年６月に改正育児・介護休業法が施行されたが、改正内容に

ついて、対象者だけでなく勤務する者に内容等を周知徹底されたい。

その他、短時間正規雇用など、個人の置かれた状況に応じた多様な働き

方を支える制度の整備、それらを利用しやすい職場風土づくりを進めら

れたい。 

④ 男性医師の家事・子育て・介護等への関わりを支援・促進するため、

男性の育児・介護休業等の取得促進に向けた環境整備に努められたい。 
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Ⅲ．意思決定過程への女性の参画の拡大 

医師総数に占める女性医師の割合が１８％を超え、年々増加しているにもかかわらず、

医療機関や関係団体等において、女性医師が指導的地位に就き意思決定過程へ参画して

いる割合は極めて低い状況（日本医師会：３．３％ 都道府県医師会：４．６%）にある。女

性医師が働きやすい環境整備を進める上からも、女性医師の意見が医療界における様々

な場で反映されるよう、意思決定過程への女性医師の参画拡大を進める必要がある。 

 

１．医療関係団体等における積極的改善措置（ポジティブ・アク

ション）の推進 

  【現状】 

    管理職等指導的立場にある女性医師の割合が少ないことから、学会や病院経営

等の方針決定に女性の意見が反映されない状況がある。そのことが、環境整備が

進まない要因の一つになっており、参画促進のための積極的な改善措置への支援

が必要である。 

【取組】 

国は、２０２０年までに社会のあらゆる分野で指導的地位に女性の占める割合

を３０％とする目標を掲げているところであり、医療界においても、具体的な計

画や目標値を定め実効性のある積極的改善措置（ポジティブ・アクション） 

を講じること。 

例： 

・ 国の関与する各種医療関係審議会におけるクオータ制 の導入 

・ 医療関係団体等におけるポジティブ・アクションが促進するよう、 

ベンチマークや指針の作成・提供 

・ 管理職への登用にかかる数値目標等設定（ゴール・アンド・タイムテ 

ーブル方式） 等の導入支援やその評価の実施 

        都道府県は、設置する医療関係審議会等への女性医師の参画拡大を図るとと

もに、地域における医療関係団体、病院等に対し女性医師の参画の必要性の浸

透を図り、管理職等への登用についての働きかけを行う。 

 

                                                  
様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のい

ずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて実施していくもの。 

積極的に性差別をなくすために、暫定的にとられる制度。女性問題では、政策決定機関での男女間の格差を積

極的に是正するための方策で「割り当て制」といい、国会議員など政治家や国の審議会、公的機関の議員・委員

の人数枠を、制度として割り当てることで、男女の比率に偏りが無いようにすること。 

積極的改善措置の手法の一つであり、数値などの達成すべき目標と達成までの期限を明らかにし、計画的に取

り組む方式のこと。  
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         医療関係団体等は、 

① 多様な勤務体制の導入等女性医師のキャリア継続・キャリアアップに

配慮し、管理職等への登用に積極的に取り組まれたい。 

② 男女共同参画社会の実現に向けて、男女を問わず、誰もがその能力を   

発揮し、生き生きとした人生を過ごせるよう、組織的に男女共同参画を

推進されたい。 

 

２．キャリアの形成等支援の充実 
【現状】 

女性医師は、出産・子育て期に離職、勤務形態の変更および診療科の変更を

している場合が多く、継続的なキャリア形成が行えない状況にある。このこと

が、女性医師の管理職等への登用や意思決定過程への参画が進まない要因の一

つになっており、女性医師のキャリア形成への支援・配慮が必要である。 

【取組】 

国は、 

① 女性医師が子育て期においても継続的にキャリアを積み、専門医、管

理職としてキャリアアップができるよう継続的かつトータルな支援に積

極的に取り組むこと。（イメージ：表－１） 

② 女性医師が、キャリア形成を支援するために必要な研修機会を提供す

ること。また、国の補助を活用して実施された有効な事業は、評価等を

行った上で、普及を図るとともに必要な財源を継続的に確保すること。  

          例：東京女子医科大学が実施する「ｅ－ラーニング」学習システム等  

③ 女性医師がモチベーションを高く保ち、就労を継続していく上で目標

となるロールモデルを発掘し、多様な働き方やキャリア形成に応じた活

動事例を提供すること。既に国の補助を活用して実施された有効な調査

研究事業は、評価等を行った上で普及を図るとともに情報の更新等に必

要な財源を確保すること。   

例：平成２０年度 厚生労働科学研究費補助金［（病院勤務医等の勤務

環境改善に関する研究）の分担研究「女性医師就労支援事例の収

集・検討」分担研究者 安達知子］等 

④ 女子医学生に対し多様な女性医師像を提示し、キャリアデザインを考

え、女性医師の生き方、医療における女性医師の役割などを展望できる

ようなキャリア教育を教育課程に位置付けること。 

都道府県は、医療関係団体等と連携して、地域における女性医師のネットワ

ークの形成に努め、ロールモデルとなる女性医師との交流の場づくりを進める。 

   例：日本医師会「女子医学生、研修医等をサポートするための会」等 
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医療関係団体等は、 

①  女性医師が、専門医・認定医の取得および更新を行うにあたり、妊娠・

出産・育児および介護による休職等への配慮を行い、キャリア継続およ

びキャリアアップのための支援を行われたい。特に病院は、女性医師に

とって、休職等によるキャリア形成に不利益が生じないよう、取り組ま

れたい。 

例：取得・更新資格年限の延長 

  専門研修の継続を考慮した復職支援体制 

  採用時・採用後のキャリア形成に係る面接の実施 

② 各種研修機会の拡大と参加促進を図るとともに、研修時は、開催時間   

への配慮や託児室の設置など、育児中の医師が参加しやすい内容とされ

たい。 

③ 相談できるシステム（メンター制度、アドバイザー制度）を導入する

など、女性医師が就業を継続でき、キャリア形成や能力が発揮できる体

制づくりに取り組まれたい。特に病院は、支援制度等に精通している職

員を配置するなど「顔の見える身近な関係」で、きめ細かなサポート(メ

ンタルケアも含む)を行えるよう、体制づくりに取り組まれたい。 

【表－１】 

・男女共同参画教育
・仕事と生活の調和教育
・キャリア教育
・労働法規教育

の義務付け

女性医師の継続就労支援（キャリア支援） のイメージ

小 中 高 大 院 研修医 勤務

10代 20代 30代 40代 50代 60代

結婚 出産 子育て 介護
勤務継続？ 勤務形態変更？ 診療科変更？ 退職？

・女性の経済自立教育
・男性の生活自立教育

・興味適正、進路、方向性

キャリアデザイン

・医師という職業の心
構え
・勤務状況等の情報
提供
・多種多様なロール
モデルとの交流

・病院の見学
・体験学習、実習の実施
・女性医師の抱える問題
等の情報提供
・先輩医師との交流

・多種多様な勤務形態
・キャリアアドバイス
・女性医師のﾈｯﾄﾜｰｸ
・研修機会の確保
・家事、育児、介護支
援情報提供

管理職マネジメント

・専門キャリアの向上
・医師のネットワーク
・メンター、ロールモデ
ルとして若手医師支
援

相談（キャリア形成／両立支援／メンター）

情報の提供（家事・育児・介護支援／サポート機関／研修）

多様な勤務形態の提供（職場とのマッチング／人材バンク）

キャリアアップ支援
（ロールモデル育成／資格取得支援／ネットワークづくり）

指導者である教師、教授、また病院管理職層の意識改革、管理職の育成／勤務環境の整備

支
援
窓
口
の
一
元
化
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Ⅳ．意識の改革 

女性医師が仕事と子育て等を両立させ、継続就労が可能な環境が当たり前のこととし

て整備されるためには、女性医師を取り巻く全ての人、社会全体の意識改革が必要であ

る。特に、医療現場で女性医師が働きやすい環境整備を進めるためには、権限を有する

病院長をはじめ管理職の意識改革が重要である。 

 

１．固定的性別役割分担意識の解消を図るための男女共同参画教

育およびキャリア教育等の充実 

【現状】 

   我が国の社会に根強く残る固定的性別役割分担意識が、女性に家事の大半を担

わせ、子育て期に仕事と家庭の二者択一を迫られた女性の多くが一旦離職するとい

う構造を生み出している。このことは、女性医師も例外ではなく、女性医師の継続

就労を可能とするためには、男女共同参画意識が医療界においても浸透し、上司・

同僚・配偶者が、女性医師の置かれている立場や働きやすい勤務環境の整備の必要

性を理解しサポートしていくことが必要である。 

【取組】 

    国は、 

     ①  男女共同参画社会基本法の施行後、２次にわたる計画に基づく取組が十

分に進まなかった原因を把握し、その反省の上にたって「第３次男女共同

参画基本計画」が策定されている。この計画が計画に終わることなく、実

行に移す責務があるという認識で着実に取り組むこと。 

② 第３次男女共同参画基本計画の着実な推進を図るために、政府のあらゆ

る政策に男女共同参画の視点が反映されるよう、省庁連携のもと、総合的

な推進を図ること。  

③ 固定的な性別役割分担意識にとらわれることなく、男女共同参画意識や

仕事と生活の調和および自立意識の醸成のために、子どもの発達段階に応

じた学習が重要であることから、教育課程への位置付けを明確にし、良質

な学習のための教材を作成すること。 

④ 子どもたちが、社会の変化に対応し、主体的に進路を選択・決定できる

能力や勤労観・職業観を身につけ、自立した社会の担い手として育つよう、

男女共にキャリア教育の充実を図ること。 

⑤ 教育に携わる者が、男女共同参画や仕事と生活の調和の理念を正しく理

解し、その取組の促進ができるよう、研修の充実を図ること。 

⑥ 国内外の情報や統計、先進的好事例等を広く提供すること。 
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⑦   病院、大学評価等の評価基準に男女共同参画推進状況項目を設定し、イ

ンセンティブ付与等を実施すること。 

例：女性医師に優しい病院の認証 

   都道府県は、 

① 男女共同参画社会についての理解を深め、家庭、地域社会、職場におけ 

 る男女共同参画の取組が加速するよう、戦略的な啓発・広報を進める。 

② 男性の家事・育児・介護への参画や自立した生活に結びつく事業、女性

の継続就労の意義等を伝える事業を実施する。 

③ 子どもたちが、就業の重要性を認識し、幅広い職業選択や仕事のやり甲

斐および意義を学ぶ機会を持ち、主体的に進路を選択できる力を身につけ

るよう、キャリア教育・体験活動を充実する。 

④ 医療関係団体等と連携して、圏域の病院長・病院管理者に対する研修等

を実施し、医療現場における男女共同参画や仕事と生活の調和の理解の浸

透を図る。  

医療関係団体等は、 

     病院長をはじめ管理職が、男女共同参画や仕事と生活の調和の必要性につ

いての理解を深め、女性医師の継続就労とキャリア形成が可能な経営に努め

られたい。そのために、男性医師、女性医師を含む全ての医療従事者へ実効

ある取組を示し、意識改革を図られたい。 

 

２．意識改革に向けた効果的・戦略的な普及啓発の実施 
   【現状】 

女性医師の働きやすい環境が整備されるためには、勤務医の過重労働の実態

等を国民が認識し、医師の勤務環境改善を進める必要性や患者側の受診行動が

医師の負担軽減につながることなどについて、社会全体の理解の浸透と意識改

革が必要である。 

   【取組】 

     国、都道府県、医療関係団体等は、 

      患者側の理解（安易な救急医療の受診を控えることや主治医にこだわらな

い受診態度、かかりつけ医を持つことなど）で勤務医の負担軽減が進んでい

くこと、医療は無尽蔵に消費できるサービスでなく、限りある公共財である

こと、また、医師の働きやすい環境をつくることが質の高い医療につながる

ことなど、正しい情報が国民全体に届くよう、あらゆるメディアを活用して

広報啓発を行うこと。 
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     特に、国は、 

① 地方メディアを媒体とする啓発事業では、発信力が限定的であること

から、国民に説得力のある手段で働きかけるとともに、全国メディアを

活用し、戦略的に啓発を実施すること。 

      ② マスメディアの発信する情報は、国民の意識の醸成等に大きな影響を

もたらすことから、多方面からの正確な情報が発信されるよう、メディ

アへの働きかけを強化すること。 
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Ⅴ．連携協働によるトータルサポート支援 

女性医師の継続就労は、医師不足解消の視点からも対策が必要であり、国をはじめ各

方面から調査、検討が実施されてきたが、調査結果などの情報が共有されておらず、十

分な成果につながっていない。国をはじめ各団体が連携し、より強力に効果的な政策を

打ち出し、女性医師を支援していく必要がある。  

 

１．勤務医支援等を協議する場の設置 

【現状】 

都道府県においては、就業斡旋・相談をはじめとする女性医師への支援の充実

に向けた取組を実施しているが、その効果が十分現れていない現状にある。医師の

絶対数が不足している中、都道府県内だけでの取組には限界がある。限られた財

源の中で、より効果的な取組が望まれている。 

【取組】  

国は、医療の質や安全を視野に入れながら、我が国の女性医師、病院勤務医

支援について総合的な施策展開を図り、医師が継続就労できる環境整備のた

めの取組や制度を協議、推進する組織として、国、都道府県、医療関係団体、

大学等による協議会を設置すること。 

 

２．医師の継続就労支援総合窓口および総合サイトの設置 

【現状】 

女性医師に対し、育児支援等の仕事と子育て両立支援サービス、研修・講習会

の案内、調査研究報告内容等、女性医師が必要とする情報が多様な媒体と機関

から提供されるようになってきた。しかし、出産、育児、介護等による離職期間中に

は、職場と疎遠になり、情報が途絶えることが多い。また、提供側としても、一旦離

職した人に情報を届ける手段が少なく、必要とする人に必要な情報が届いていな

い状況にある。また、両立しながら働いている医師から、キャリア形成支援や保育・

介護支援情報等の相談や情報収集手段の充実を希望する声が多く聞かれる。 

【取組】  

国は、 

①  都道府県が設ける（仮称）医師継続就労支援総合窓口を「（愛称）ステイ

ゴールドセンター」（次ページ都道府県の取組①参照）など全国的に組織名

を統一し、ネットワークを構築すること。関係主体の連携により、情報の

一元化やワンストップ化を図り、医師の生涯を通じた就労支援のトータル

窓口として管理・運営すること。 
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②   情報等をデータベース化し、インターネット等を通じて提供するための環 

境整備を行い、周知にあたっては、医師免許取得時や各種調査、あらゆ 

る研修の機会等を利用し、一層の情報提供に努めること。 

③  都道府県の取組（次項参照）に必要な財源を措置すること。 

都道府県は、  

① 都道府県内の病院、大学医学部、医師会等医療関係団体に呼びかけて、  

病院勤務医支援のための協議の場を設ける。  

また、既に設置されている都道府県にあっては、その活動内容の充実

とともに他の都道府県に先進事例を紹介するなど支援を行う。  

   ② 前項の医療関係団体等との連携のもとに、医師のキャリアアップのた

めの研修、保育・介護制度紹介、就労支援等を総合的に行う「（仮称）医

師継続就労支援総合窓口」を都道府県内に設ける。  

 

［効果］
・医師、病院、大学、行政等関係主体の連携
・生涯を通じた就労支援情報のワンストップ化
・雇用、人材情報の全国一元化
・多様な勤務形態の普及
・相談窓口の一本化
・ＩＣＴの活用による情報の共有化

［機能］
・人材バンク
・研修（再研修、実技、ｅ-ラーニング）の実施、案内

・学生に向けたキャリア教育講座
・医師同士のコミュニケーションサイトの設置
・ロールモデルの育成、紹介
・相談窓口（再就職、キャリアアップ、キャリアデザイン、
メンター等）

・支援制度［（保育情報･･･認可、認可外、ベビーシッター
等）、介護、家事サービス等

・調査研究（多様な勤務形態と病院経営、ＷＬＢと労働能
率等）

各都道府県総合窓口
行政、医師会、医療機関・病院団体、

大学・大学病院

協議会の設置

日本病院
団体協議会

日本女医会

国立大学
医学部長会議

全国医学部長
病院長会議

各医学学会

日本医師会

内閣府
厚生労働省
文部科学省

総務省

意見・評価

各都道府県総合窓口
行政、医師会、医療機関・病院団体、

大学・大学病院

トータルサポートイメージ

各都道府県総合窓口
行政、医師会、医療機関・病院団体、

大学・大学病院

連携による

相乗効果

都道府県
（全国知事会）

（仮称）
医師継続就労支援総合窓口

（愛称：STAY GOLDセンター）

・成功事例
・地域のニーズ
・制度改正等
の意見

全ての医師

・モデルの提示
・経営分析
・研究成果
・データ

構成団体想定案：

 


